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�指定検査機関で

受診する場合の

申請方法

受診と助成金申請の流れ受診と助成金申請の流れ
　受診する場所によって、受診と助成金申請の流れが異なります。

　本年度から、窓口支

払いの負担を軽減する

ため、申請手続きを変

更しました。受診する

前に、市に申請をお願

いします。

　対象コースの検査項

目や料金など、詳しく

は各検査機関にお問い

合わせください。

※�➊➌の機関で、市への申請前にドックを受診して受診料を全額支払った人も、受診翌日
から６カ月以内に申請することで助成金を受給できます。詳しくは、本館国保医療課へ

指定検査機関 会場
対象コース

人間ドック 脳ドック

ＪＡ岩手県厚生連
（申し込み窓口はＪＡ
いわて花巻☎22-6288）

人間ドックセンター
（盛岡市）

◦一日人間ドック

◦脳ドック
※人間ドック
のオプション
を含む

県南センター（金ケ
崎町）

岩手県予防医学協会
（☎0570-00-7185）

Big Waffle（盛岡市）
※県南センター（金
ケ崎町）は➋へ

◦ベーシックコース
◦スタンダードコース
◦プレミアムコース

人間ドックの
オプション

岩手県対がん協会
（☎019-618-0151）

すこや館（矢巾町） ◦一日人間ドック
◦半日人間ドック

なし
けん館（盛岡市）

＊後期高齢者医療制度の加入者の場合、脳ドックは助成の対象外

保険証と印鑑を持参し、
予約日、会場、コースな
どを申請書に記入します

自己負担は、助成額を差
し引いた額になります

（コースで異なります）

▼▼

予約は約１カ月前が取
りやすくおすすめです

①ドックを予約 ②市に申請 ③受診と支払い

市内の指定医療機関で

受診する場合の申請方法
　後期高齢者医療制度の加入者は、この方法でも窓口支払いの負担が軽減

されます。検査項目・料金（自己負担）はいずれも同じ内容で実施します。

検査
項目

▼問診 ▼身体計測 ▼血圧測定 ▼心電図 ▼胸部Ｘ線

▼血液検査 ▼尿検査（希望により、眼底・眼圧検査

を加えて受けることができます）

自己
負担

２千円（眼底・眼圧検査を

加えた場合は６千円）

③を持参して受診。助
成額を差し引いた自己
負担を支払います

保険証と印鑑を持参し
てください

▼ ▼ ▼

受診に必要な受診票・
問診票が郵送されます

予約は約１カ月前が取
りやすくおすすめです

①ドックを予約 ②市に申請 ④受診と支払い
③受診票・

問診票が届く

➊➌以外の

申請方法

　受診費用を一旦全額

支払っていただき、申

請後、助成金が振り込

まれます。受診翌日か

ら６カ月以内に申請を

お願いします。

▼検査結果と問診票の写し

▼領収書 ▼保険証 ▼通帳
（＊）―を持参してください

申請後、口座に助成金
が振り込まれます

受診費用は、一旦全額
をお支払いください

▼▼①ドックを受診 ②市に申請 ③助成金支給

【後期高齢者医療制度の加入者用】

1

２

３

指定医療機関

おばら内科・消化器内科クリニック 循環器科・内科 大平医院 中舘内科クリニック 石鳥谷駅前クリニック

熊谷内科胃腸科医院 須田内科医院 藤巻胃腸科内科クリニック 花巻市石鳥谷医療センター

恵ライフクリニック 総合花巻病院 もとだて病院 宝陽病院健診センター

ささきクリニック 高木丘クリニック ゆかわ脳外科 織笠内科医院

さとう内科クリニック とみつか脳神経外科クリニック 大迫地域診療センター 晴山医院

眼底・眼圧検査ができる指定医療機関

ささき眼科 ちば眼科クリニック いしどりや眼科 宝陽病院

白井眼科クリニック

＊�振込先口座は原則、国民健康保険の加入者は世帯主名義、後期高齢者医療制度
の加入者は受診者名義です。それ以外の名義の場合、委任状が必要です

4広報はなまき　No.421

人間ドック・脳ドック人間ドック・脳ドックのの
受診費用を受診費用を助成します助成します

【問い合わせ・申請】

�本館国保医療課（☎41-3583）、各総合支所健康福祉係

（大迫☎41-3127、石鳥谷☎41-3447、東和☎41-6517）

国保・後期高齢者医療制度の人が対象

　市では、国民健康保険または後期高齢者医療

制度に加入している人を対象に、人間ドック・

脳ドックの受診費用を助成しています。

　本年度から、指定検査機関での窓口支払いの

負担を軽減するため、申請手続きを一部変更し

ました。

　生活習慣病の早期発見や予防のために、助成

を活用してドックを受けてみませんか。

人間ドック・脳ドックとは

　体の状態を調べて、病気がないか発見するた

めに行う検査です。

　人間ドックは脳以外の全身を検査します。特

定健康診査に加えて、検査機関のコースに応じ

た精密検査を受けることができます。

　脳ドックは脳の状態を検査します。頭部ＭＲ

Ｉ検査などの精密検査を行います。

市の集団検診との重複にご注意ください市の集団検診との重複にご注意ください

　人間ドックには特定健康診査も含まれます。

本助成を受けたあと、市の集団検診で特定健康

診査または後期高齢者健康診査を無料で受診し

た場合、本助成金を返還いただきます。

助成は１年度に１回まで助成は１年度に１回まで

　国民健康保険、後期高齢者医

療制度いずれの加入者も、助成

は１人につき１年度に１回受け

られます。

国民健康保険の加入者国民健康保険の加入者

項目 対象者 対象経費・助成額

人間ドック

次の①～③を全て満たす人

①本年度末時点で35歳以上の人

②本年度、市の集団検診で特定健康診査を受診しない人

③特定健康診査の検査項目を含む人間ドックを受診する人

次の(1)(2)の合計額（最大２万円）

(1)特定健康診査分の額

(2)�受診費用全額から、(1)を除いた

額の２分の１

脳ドック 本年度末時点で40歳以上の人 受診費用の２分の１（最大２万円）

■助成対象者・対象経費・助成額　

後期高齢者医療制度の加入者後期高齢者医療制度の加入者

項目 対象者 対象経費・助成額

人間ドック

次の①～③を全て満たす人

①�後期高齢者医療制度に加入している人（75歳以上の人または

65歳以上で障がい認定を受けている人）

②本年度、市の集団検診で後期高齢者健康診査を受診しない人

③本年度、ほかの人間ドック助成を受けない人

受診費用全額（最大２万円）

■助成対象者・対象経費・助成額　

＊後期高齢者医療制度の加入者の場合、脳ドックは助成の対象外

国民健康保険の加入者の申請方法は、次ページ➊➋をご覧ください

後期高齢者医療制度の加入者の申請方法は、次ページ➊➋➌をご覧ください


